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１ 建築物の敷地面積の最低限度は、次に掲げるとおりとする。

建築することができる建築物は次に掲げるものとする。
ただし、公益上必要なもので市長が認めたものは、この限りではない。

地区の
区分

建築物等の
用途の制限

建築物の敷
地面積の最
低限度

建築物の高
さの最高限
度

建築物の形
態又は色彩
その他の意
匠の制限

建築物の緑
化率の最低
限度

垣又はさく
の構造の制
限

壁面の位置
の制限

区分の
名称
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約 5.2ha 約 2.7ha 約 2.6ha 約 1.6ha 約 6.3ha区分の
面積

１ 事務所、研究所
２ 倉庫業を営む倉庫
３ 準工業地域に建築できる工場及び
 貯蔵・処理施設
４ 物品販売業を営む店舗
 （ただし、当該地区内の施設で製造
   し、又は加工された製品を主に販
   売し、又は提供する店舗であって、
   当該用途に供する部分の床面積の
   合計が150㎡以下のものに限る。）
５ 共同住宅、寄宿舎
 （産業Ａ地区、産業Ｂ地区又は産業
   Ｃ地区内の施設に従事する者の居
   住の用に供するものであって、当
   該用途に供する床面積の合計が
   12,000㎡以下のものに限る。）
６ 保育所
 （産業Ａ地区、産業Ｂ地区及び産業
   Ｃ地区内の施設に従事する者の用
   に供するものに限る。）
７ 前各号の建築物に附属するもの

１ 事務所、研究所
２ 倉庫業を営む倉庫
３ 商業地域に建築できる工場及び
 貯蔵・処理施設
４ 原動機を使用する工場で作業場
の床面積の合計が150㎡を超える
 もの（ただし、建築基準法別表第
 ２（ぬ）項第１号、第３号、第４
 号に掲げるものは除く）
５ 物品販売業を営む店舗
 （ただし、当該地区内の施設で製
   造し、又は加工された製品を主
   に販売し、又は提供する店舗で
   あって、当該用途に供する部分
   の床面積の合計が150㎡以下の
   ものに限る。）
６ 共同住宅、寄宿舎
 （産業Ａ地区、産業Ｂ地区又は産
   業Ｃ地区内の施設に従事する者
   の居住の用に供するものであっ
   て、当該用途に供する床面積の
   合計が12,000㎡以下のものに限
   る。）
７ 保育所
 （産業Ａ地区、産業Ｂ地区及び産
   業Ｃ地区内の施設に従事する者
   の用に供するものに限る。）
８ 前各号の建築物に附属するもの

１ 住宅
２ 長屋
 （ただし、３戸
   以上のものを除
   く。）
３ 建築基準法別表
   第２(い)項第２
   号で掲げる用途
   の兼用住宅
４ 公園施設
５ 前各号の建築物
 に附属するもの

１ 住宅
２ 建築基準法別表
 第２(い)項第２号
 で掲げる用途の兼
 用住宅
３ 事務所
 （床面積が500㎡
   以下、かつ、階
   数２階以下のも
   のに限る）
４ 作業場
 （原動機を使用す
   る場合、出力の
   合計が0.75kw以
   下、かつ、作業
   場の床面積の合
   計が150㎡以下
   のものに限る。）
５ 前各号の建築物
 に附属するもの

１ 高等学校
２ 小学校
３ 前各号の建
 築物に附属す
 るもの

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる用途の建築物の敷地面積の最低限度
 は、次のとおりとする。

 (1) 物品販売業を営む店舗の用に供する建築物の敷地面積の最低限度は、
   300㎡以上とする。

 (2) 共同住宅、寄宿舎の用に供する建築物の敷地面積の最低限度は、1,000
   ㎡以上とする。

 (3) 保育所の用に供する建築物の敷地面積の最低限度は、500㎡以上とする。

　  建築物等の外壁若しくはこれに代わる柱の面又は建築物に附属する高さ２
  ｍを超える門の面の位置については、次に掲げるとおりとする。
    ただし、市長が公益上必要と認めたもの及び看板、その他安全管理上やむ
  を得ないものはこの限りでない。
  (1) 計画図に表示する１号壁面線の道路境界線までの距離は、10ｍ以上とす
    る。
  (2) 計画図に表示する２号壁面線の道路境界線までの距離は、５ｍ以上とす
    る。

(3) 隣地境界線まで
    の距離は５ｍ以
    上とする。

(3) 隣地境界線までの距離は2.5ｍ以上とする。

１ 建築物等の高さの最高限度は、25ｍ以下とする。

(4) 前３号の規定にかかわらず、物品販売業を営む店舗及び保育所の用に供
  する建築物の隣地境界線までの距離は0.5ｍ以上とする。

  建築物等の外壁若しくはこれに代わる
柱の面又は建築物に付属する高さ２ｍを
超える門の面の位置は、道路境界線及び
隣地境界線までの距離を0.5ｍ以上とす
る。
  ただし、次の各号に該当するものは除
く。
 (1) 10㎡以下の物置
 (2) 出窓
 (3) 附属の自動車車庫
 (4) 看板

　建築物等の外
壁若しくはこれ
に代わる柱の面
又は建築物に附
属する高さ２ｍ
を超える門の面
の位置は、道路
境界線及び隣地
境界線までの距
離を0.5ｍ以上
とする。
  ただし、次の
各号に該当する
もの除く。
(1) 10㎡以下の
  物置
(2) 附属の駐輪
  場

２ 前項の規定にかかわらず、高さが
 10ｍを超える建築物で、冬至日の真
 太陽時による午前８時から午後４時
 までの間において、平均地盤面から
 の高さが０ｍの水平面に敷地境界線
 の反対側の道路境界を越えて３時間
 以上日影となる部分を生じさせない
 ものとした場合における当該建築物
 の高さの最高限度は40ｍ以下とする。

２ 前項の場合においては、高さが
 10ｍを超える建築物は、冬至日の
 真太陽時による午前８時から午後
 ４時までの間において、平均地盤
 面からの高さが０ｍの水平面に３
 時間以上日影となる部分を文教地
 区に生じさせてはならない。

３ 前２項の場合において、建築物の高さの算定方法は、次のとおりとする。 
 (1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築
   物の屋上部分は、当該建築物の高さに算入する。 
 (2) 棟飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当
   該建築物の高さに算入する。
４ 前項に定める部分及び建築物と一体となって屋上に設置する工作物及び
 建築設備（避雷針を除く。）の高さは５ｍ以下とする。
５ 前各項の規定にかかわらず、市長が公益上必要と認めたものはこの限り
 ではない。  

１ 建築物等の外観（着色していない石、木、土、レンガ及びコンクリート
等の素材で仕上げる外観部分を除く。）の色彩は、刺激的な色彩や装飾
(光又は明かりを用い、点滅する装飾を含む。以下同じ。)を避け、周辺
 の眺望・景観と調和するよう、次に掲げるマンセル表色系の範囲とする。
   ただし、各立面（着色していない石、木、土、レンガ及びコンクリート
 等の素材で仕上げる外観部分を除く。）の面積の３分の１を超えない部分
 については、この限りでない。
 (1) 7.5Rから7.5Yまでの場合は、彩度６以下
 (2) 7.5RPから7.5Rまで（ただし、7.5Rを含まない。）の場合は、彩度４
   以下
 (3) 7.5Yから7.5GYまで（ただし、7.5Yを含まない。）の場合は、彩度４
   以下
 (4) 7.5GYから7.5RPまで（ただし、7.5GY及び7.5RPを含まない。）の場
   合は、彩度２以下
２ 戸外から望見される屋上設備等は、建築物本体と調和する外形及び色彩
 とする。

  建築物の緑化率の最低限度は、敷地面積の20％とする。
ただし、建築物の敷地面積の最低限度未満の土地は、この限りでない。

  道路面に設ける垣又はさくは次に掲げるとおりとする。
１ 生垣
２ フェンス及び鉄さく等が透視可能なもの（フェンス等の基礎で高さが
 0.6ｍ以下の部分（造成時における擁壁以外）、又は門柱を除く。）
  ただし、その他法令に基づくものは、この限りでない。

  道路面に設ける垣又はさくは次に掲げる
とおりとする。　
 １ 生垣
 ２ フェンス及び鉄さく等が透視可能で造
  成地盤面から高さ1.8ｍ以下のもの（フ
  ェンス等の基礎で高さが0.6ｍ以下の部
  分（造成時における擁壁以外）、又は門
  柱を除く。）
  ただし、その他法令に基づくものは、こ
の限りでない。

産業Ａ地区
（工業地域）

産業Ｂ地区
（工業地域）

産業Ｃ地区
（工業地域）

 居住Ａ地区
（準工業地域）

 居住Ｂ地区
（準工業地域）

  文教地区
（準工業地域）

 (1) 市長が公益上必要
   と認めた建築物の敷
   地として使用するも
   の

(1) 土地区画整理法第103条第１項の規定による換地処分又は同法第98条第１項の規定による
  仮換地の指定を受けた土地で、かつ、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地と
  して使用するもの
(2) 市長が公益上必要と認めた建築物の敷地として使用するもの

計画図（地区整備計画図　建築物等に関する事項）


